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第１６回 地方公共サービス小委員会議事次第 

 

 

日 時：平成30年3月1日（木）15:00～16:27 

場 所：永田町合同庁舎１階 第３共用会議室 

 

 

１．開会 

２．公金債権回収の取り組み 

３．地方公共サービス小委員会報告書の取りまとめ 

４．標準委託仕様書等の対象業務の拡充 

５．その他 

６．閉会 
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○北川主査 それでは、定刻でございますので、第１６回の地方公共サービス小委員会を

開催させていただきます。 

 本日の議題はお配りのとおりでございます。 

 今年度の２回の委員会では、非公開情報が含まれることから、会議を非公開としており

ましたが、今回は公開にて会議をとり行い、後日議事録を公開することといたします。よ

ろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○北川主査 それでは、そのようにさせていただきます。 

 それでは、初めに議題２の公金債権回収の取り組みについて、事務局から５分程度でご

報告をお願いいたします。 

○事務局 それでは、事務局より報告いたします。資料Ａをごらんください。「公金債権回

収の取り組みについて」という資料になります。順にご説明いたします。 

 １、今年度の取り組み（法務研修）となります。 

 地方公共団体における公金債権回収業務のさらなる推進に資するべく、日本弁護士連合

会及び各地域の弁護士会とともに、公金の債権回収業務に関する法務研修を平成２４年度

から毎年継続して年に複数回、各地で開催してまいりました。 

 内容は、総務省や開催県及び近隣自治体、開催地域の弁護士会による取り組み説明、弁

護士による法令と実務を学ぶ講義、各地域の自治体職員と弁護士をグループ分けした意見

交換会であります。平成２９年度は、石川県金沢市と福岡県福岡市で開催いたしました。 

 金沢研修は１１月２２日で、講演自治体は石川県と白山市、あわら市で、対象地域は石

川県、福井県、富山県となりまして、参加自治体職員は７９名でした。 

 福岡研修は３０年１月２６日、講演自治体は福岡県、福岡市、中間市、こちらは福岡県

の自治体ですが、対象地域はこちら九州にある福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿

児島の地域でして、参加自治体職員１０６名というかなり多数の自治体職員の方にご参加

いただきました。 

 こちらについては、平成３０年度以降も取り組みをしていく予定です。来年度予定して

いる取り組みにつきましては、地方公共団体のうち、平成２７年９月実施のアンケート調

査及びその委託調査において、公金債権回収業務に関する業務効率化について取組事例を

有すると回答しておりました２１３団体を調査対象候補としまして、１０団体程度をヒア

リング調査対象とした委託調査を行う予定です。本委託調査においては、地方公共団体間

の連携、公金債権回収の一元化・共有化、民間委託の活用状況などを調査の観点の一例と

して想定しております。 

 公金債権回収の取り組みについての報告は、以上になります。 

○北川主査 よろしいですか。この件について、事務局のご報告についてのご意見・ご質

問はございますでしょうか。 

○柏木専門委員 すみません、金沢研修と福岡研修で、６自治体が講演されてるんですけ
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ど、講演の内容を簡単に教えていただけるでしょうか。 

○事務局 基本的には県や自治体の債権回収についての独自の取り組みになります。 

○柏木専門委員 その独自がどんな独自なのか。 

○事務局 例えば白山市ですと、債権管理条例に関する取り組みを行っておりますので、

そういったことですとか、あわら市におきましては部署のつくり方、独自の取り組みとし

て、強制徴収公債権と非強制徴収公債権の部署を、課を２つに分けて１個の部署として取

り扱ったりですとか、組織としてそういった独自の取り組みを行ったりとか、あとは別途

研修等を行ったりとか、そういったほかの自治体よりも一歩先に出たといいますか、特別

な取り組みをしているところを中心に発表をしていただきました。 

○事務局 今年の１月に開催した福岡研修につきまして、まず中間市では、こちらも同じ

く債権管理条例を施行しています。条例施行に前後して債権管理委員会というものを設け、

委員会にて債権管理の方法や、放棄・不納欠損について検討、協議し承認されたうえで議

会報告をしています。債権管理業務のポイントとして、そのような手順を踏まえ適切に実

施しているということを研修会の中で発表いただきました。 

 福岡市につきましては、まず、市税の徴収率の推移などについて報告いただきました。

その後、独自の取り組みとして、福岡市では従来、自動車を差し押さえする際、タイヤに

ロックをかけるという手法をとっていましたが、その手法では機材等も重く装着に時間が

かかるということで、東京都の自治体が採用しているドアのミラーに直接ロックするため

の装置を福岡市でも導入したところ、簡単に取り付けられ、機動性が向上したということ

で効果が大きかったという報告も受けております。 

 こちらにつきましては、金沢研修・福岡研修とも、弊省のホームページのほうにもあわ

せて掲載させていただきまして、ほかの研修に参加していない自治体の方にも参考となる

ような形で整理させていただいております。 

 大枠では、以上でございます。 

○柏木専門委員 すみません。県はどのような講演だったのですか。取りまとめみたいな

感じですか。 

○事務局 そうですね。福岡県ですと、債権の収納未済額の状況のほか、推進会議を中心

に取り組みを進めていくというような方針の発表であったので、福岡市の取り組みを特出

してご説明したところでございます。 

○柏木専門委員 ありがとうございます。 

○辻専門員 よろしいですか。 

○北川主査 はい、辻さん。 

○辻専門員 ご説明ありがとうございます。今おっしゃっていた資料はネットで公表され

ているんでしょうか。それはどちらに、この委員会のページですか。 

○事務局 はい。地域の公共サービス改革の法務研修のページになります。 

○辻専門員 そうですか。わかりました。 
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 それともう一点、すみません、来年度の取り組みでございますけれども、この公金債権

回収の一元化・共有化等、いろいろな観点から調査なさると伺っておりますけれども、放

棄・減免に関しても、このメニューには入る予定なんでしょうか。 

○事務局 場合によっては、入ります。これから検討を重ねてまいります。 

○辻専門員 わかりました。結構です。 

○北川主査 いいですか。 

○辻専門員 はい。 

○北川主査 あとはよろしゅうございますか。 

 これ、今さらなんだけど、中間市で公金債権の条例制定というのはどの部分で要るんで

すか。 

○事務局 どの部分でございますか。 

○北川主査 こんなもの運用でいかないんですか。 

○事務局 運用ですと、あの……。 

○北川主査 何で中間は条例にしたかっていうのが、ちょっと今さらながら。 

○事務局 そうですね。４年前から条例として制定していたということだったので、条例

制定の経緯等についてはあまり発表の中では説明していなかったため、よろしければ直接

中間市に確認いたします。 

○北川主査 いや、そんな深い意味じゃなしに、ちょっと知識として。 

○事務局 知識として、ですね。そうですね。ちょっと確認のほうが必要になってまいり

ますので、申しわけございません。 

○北川主査 じゃあ、この項はよろしゅうございますね。 

 それでは、公金債権回収の取り組みのご意見は、これまでとさせていただきます。 

 次に、議題３の「地方公共サービス小委員会の報告書の取りまとめについて」でござい

ますが、地方公共サービス小委員会報告書は、当委員会の取組報告書として、平成２６年

３月に公表したものを最後としておりますので、その後の４年間の取組報告書として、こ

の３月中に公表することを予定しております。 

 報告書の主な内容としては２点ございまして、１点目は、地方公共団体における窓口業

務の民間委託に関する取り組みについてです。これまで審議を重ねてきた標準委託仕様書

等の整備、そしてデータシート、参考事例集等の簡便なツールの提供のことについて、作

成した成果物とともに報告を行います。 

 また、包括民間委託の実施状況について、経済財政運営と改革の基本方針２０１６にお

いて、小規模自治体における取り組みを支援するため、包括民間委託等の活用についても

調査・整理を行い、平成２９年度末までに取りまとめる「地方公共サービス小委員会報告

書」に盛り込むとされたことから、調査・整理を行ったものについて報告を行います。 

 そして２点目は、先ほどの議題で事務局から説明がございました、公金の債権回収業務

に関する取り組みについてとなります。全国各地で地方自治体職員向けに実施しておりま
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す法務研修会などの取り組みについて、報告を行います。 

 以上が主な内容となりますが、詳細につきまして、事務局より説明をお願いいたします。

それでは、よろしくお願いいたします。 

○事務局 では、事務局より報告させていただきます。こちらは資料の量が多くございま

すので、まず報告書（案）の序から第１章の第４節まで区切って、報告させていただきま

す。資料Ｂ－１、パワーポイントのＡ４横のものと、それから資料Ｂ－２の「地方公共サ

ービス小委員会報告書（案）」をごらんください。 

 まずＢ－１ですが、こちら第１章からということで、「地域の公共サービス改革における

背景と目的」となっております。こちらについては、Ｂ－２ですと３ページ以降、地域の

公共サービス改革における背景と目的、３ページから４ページとなっておりまして、窓口

業務の民間委託についての公共サービス改革推進に関する取り組みと、それから公金の債

権回収業務に関する取り組みについて、背景を記述しております。 

 それから、第２章「地方公共団体における窓口業務の民間委託に関する取り組み」、こち

らがメインでございます。本章では、地方公共団体における窓口業務の民間委託に関する

４年間の取り組み及びその成果物について説明しております。 

 第１節ですが、地方公共団体における民間委託状況の把握、こちらですが、平成２７年

９月に委託調査で実施しておりまして、こちらは全市区町村、具体的に申しますと平成２

７年８月から９月、１,７４１市区町村を調査対象とし、このうち１,３５２市区町村から

得たアンケート結果に加え、民間委託を既に実施・検討している地方公共団体や、民間委

託の受託者として実績が豊富な民間事業者に対して行ったヒアリング調査の結果を踏まえ

た調査でございます。 

 こちらで調査の対象の業務としては、窓口業務をはじめとして５業務でございますが、

窓口業務については、調査結果としては平成２７年の段階では、内閣府通知に列挙した２

５の窓口業務で民間委託を委託している割合を調査したところ、大半の業務において２

０％以下であったという当時の調査結果でございました。委託の効果としては、一定の業

務規模を確保することで経費削減効果が実現するとか、仕様要件が定められるため、人事

異動時の引き継ぎの改善や多忙時の行政サービスレベルの維持が期待できるという結果が

あったのですが、課題としては、個人情報の取り扱いについて、委託者・受託者が高い意

識で仕組みづくりを行う必要があるとか、民間に任せる業務を切り分けるために、業務の

棚おろしや標準化など見える化を行う必要があるというような調査結果が出ております。 

 このような調査結果もあり、それから第１章でありましたような背景と目的に合った、

経済財政運営と改革の基本方針２０１５の記載を受けて、標準委託仕様書等を作成するこ

とになりました。検討の進め方としては、関係各省や有識者に加えて地方公共団体の積極

的な協力を得る必要がございましたので、こちら検討の進め方のＢ－２の６ページにて、

第１０回地方小委での審議結果に基づき、２７年１２月中旬から２８年１月下旬で全国の

市区町村を対象として協力を求める自治体の募集を行い、８団体をモデル自治体として選
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定し、関係者による専門的な検討を行うためにモデル自治体や関係各省や有識者で構成す

るワーキンググループを開催し、２８年４月から２９年１１月まで８回開催されたことを

記載しております。 

 こちら、２８年はさまざまな内容をワーキング内で審議したり、ヒアリングをや意見交

換を行い、現場視察を実施した後にガイドラインや標準委託仕様書や手順書の審議を行い

まして、こちらは案という形で公表した後、２９年度は各成果物の改訂に関する議論を行

ってきました。 

 こちらの成果物に関しては、第３節「地方公共団体の窓口業務の民間委託に係る標準委

託仕様書等」となっておりまして、こちら概要ですが、Ｂ－２の６ページから７ページ以

降で、適切な民間委託のためのガイドライン、仕様書の標準例を示す標準委託仕様書、窓

口業務の参考例を示す手順書を策定することになりました。 

 対象業務の選定としましては、こちらは窓口業務全体ですとかなり広範囲となりますの

で、モデル自治体に応募があった地方公共団体から希望の多かった業務として、４分野７

業務を選定したという経緯を掲載しております。 

 検討につきましては先ほど申し上げたとおりですが、その後のこちらの成果物の具体の

内容としては、Ｂ－２の８ページ以降にございます。まず、ガイドラインですが、４「標

準委託仕様書等の概要」の（１）の地方公共団体の窓口業務における適正な民間委託に関

するガイドライン、これは何かと申しますと、本ガイドラインは委託に際して留意すべき

事項等をまとめたもので、窓口業務における民間委託の参考書として作成したものです。 

 具体的には、民間事業者に委託することが可能な業務範囲、適正な請負・業務委託や個

人情報保護に係る関係府省の通知をまとめた資料集をあわせて掲載しているものです。こ

ちら資料として皆様にお配りしている報告書資料１が該当します。 

 本委員会で１２月にご審議いただいたのですが、こちらの１９ページ目をごらんいただ

きますと、１２月に清原委員からご指摘いただいた適切な普及を目指す取り組みについて、

原案だと少しわかりづらいというご指摘がありましたので、見え消しで修正案をこちらの

とおり書いておりますので、ご確認いただければと思います。 

 次が、市区町村の窓口業務に関する標準委託仕様書、こちら資料２になります。こちら

は地方公共団体が入札・公告等を行う際に、民間事業者に示す仕様書の標準例となるもの

です。内容については、ワーキングやモデル自治体、関係各省からの意見聴取のほか、官

民競争入札実施要項または民間競争入札実施要項標準例も参考に、仕様書に記載すること

が適切な内容を集約し、標準例としたもので、各地方公共団体の実情に応じて適宜内容を

修正した上で使用することを想定しております。 

 こちらの資料には、仕様書の本文、受託事業に委託する業務を一覧化した仕様書の別紙、

それから窓口業務の個別具体の事案に関する疑義応答集がございます。皆様にお配りして

いる資料２の２７ページ以降が、窓口業務の個別具体の事案に関する疑義応答集になりま

すので、ご確認いただければと思います。こちらは前回、１２月８日の地方小委の段階か
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ら、関係の住民制度課様のご協力をいただきまして、住民基本台帳関連業務とそれから個

人番号カード関連業務について、質問を追加しております。 

○事務局 疑義応答集の具体的な内容について、簡単に説明させていただきます。住民基

本台帳業務の問２と問３について、まず追加をさせていただいております。問２について

は、戸籍の届出に基づく、例えば婚姻などで氏が変更になった時の住民票の記載の処理に

ついても、窓口で転入などを受けた場合と同様に委託可能かという問いになっております。 

 問３についてです。こちらについて、転入届の特例、いわゆる転出証明書などを添付し

て転入届を受けるのではなくて、マイナンバーカードなどを転出証明書のかわりに添付を

受けて届出を受けるんですけれども、この際に統合端末の操作、要は職員しか操作するこ

とができない工程が含まれますので、その引き継ぎについて、受託事業者と職員の引き継

ぎについて実施することが可能かという問いになっております。 

 追加した３問目です。２８ページ目の個人番号カード関連業務の問２になります。こち

らについてなんですけれども、通知カードの各種届出の受付や通知カードの追記欄への処

理についても委託可能かというところです。以上３問について追加をさせていただいてお

ります。 

○事務局 では、資料Ｂ－２に戻っていただきまして、残りの成果物についてご説明いた

します。ここでは手順書になりまして、こちら民間事業者が実際に窓口業務を行う際に使

用する業務の手順書の標準例でありまして、こちらは所管署の協力のもとに作成されてお

ります。こちらの資料３が戸籍の関係で、資料４が国民健康保険になります。 

 めくっていただきまして第４節、めくっていただきまして１２ページ「地方公共団体の

窓口業務の民間委託の歳出削減効果を測定する簡便なツール」についてご報告いたします。 

 こちらですが、そもそも「経済財政運営と改革の基本方針２０１６」、いわゆる骨太の方

針で、「窓口業務の民間委託等の歳出削減効果を測定する簡便なツールを提供し、自治体に

よる民間委託等の検討を始点する」と記載されまして、総務省において作成を行うことと

なりました。 

 このため、地方小委においても検討を行うこととしまして、今年度２９年８月２９日の

第１４回地方小委で検討開始、先回１２月４日において、簡便なツールの試行版として、

窓口業務の民間委託を実施している地方公共団体の各種情報を整理したデータシート及び

窓口業務の民間委託に係る参考事例集を２０６回管理委員会に報告後、公表することを了

承されました。 

 窓口業務の民間委託に係る参考事例集については、その後事例を追加しまして、今回効

果測定手法解説書と効果測定実施例集を公表することといたしました。こちらは先回も申

し上げましたが、歳出削減効果を測定する簡便なツールの目的といたしましては、新たに

窓口業務の民間委託を検討する際に、その地方公共団体が必要となる情報を適宜収集でき

るものとすること、また既に民間委託を行っている地方公共団体が委託業務の拡大や変更

を検討する際に参考とする情報を適宜収集できるものとすることを想定しております。 
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 そして、データシート、資料５が抜粋版となりますが、こちら量がかなり多いので、抜

粋版を配布しています。こちらは、既に窓口業務の民間委託を実施している２２７の地方

公共団体の民間委託契約ごとに関連情報を収集し、一覧表にまとめたものでございます。

各種情報としては、自治体基礎情報、委託基礎情報、導入作業情報、委託業務詳細情報に

ついて掲載しています。委託業務の詳細情報というのは、窓口業務の処理件数や郵送請求

の手数料徴収の委託の有無、作業別の委託の有無等を記載しています。 

 データシートの特徴としては、これは特殊なソフトではなくてエクセルのため誰でも操

作することができて、ソートをかけることも容易ということで、データの加工が容易であ

ること。また、一つの地方公共団体のデータだけを抽出した個票を印刷できることが特徴

となっております。こちらは、平成２９年１２月２６日付で総務省ホームページに掲載し

て公表しているものでございます。 

 それから、参考事例集は資料７でございますが、既に窓口業務を民間委託している地方

公共団体の取組事例を取りまとめたものでございます。こちらはＡ４一枚で各自治体ごと

にまとめたもので、基礎情報や委託の背景、委託の効果、具体的な取り組み内容を掲載し、

民間委託導入を検討している地方公共団体や委託の継続を予定している地方公共団体が直

面すると想定する課題について、その解決の一助となる情報を提供することを目的として

います。 

 効果測定手法解説書は資料８になりまして、地方公共団体が活用可能な複数の効果測定

手法について、文献等の調査をもとに概要を簡潔かつ明確に記載したものとなります。 

 効果測定実施例集、こちら資料９となりますが、既に民間委託を導入した地方公共団体

において実施された民間委託の効果測定について、実施概要、時期や目的、対象業務、体

制、効果測定の結果、手順について取りまとめたものです。 

 報告としては、第２章４節までは以上です。 

○北川主査 いいですか。ありがとうございました。 

 これについてのご質疑・ご発言ございますか。特に意見がないようであれば、続いてや

っていただいて、次の章と総合で質疑をしていいですか。 

○事務局 はい、わかりました。 

○北川主査 いいですか。それでは、続いて第２章５節からの「包括民間委託の実施状況」

からご説明をいただくということで、お願いいたします。 

○事務局 では、続けてご報告いたします。資料Ｂ－１の裏面で、第５節「包括民間委託

の実施状況」というものと、それからＢ－２ですと１４ページ以降が第５節「包括民間委

託の実施状況」となっておりますので、あわせてご確認ください。 

 まず、「実施状況の調査・整理」という節ですが、こちら調査の目的を記載しています。

経済財政運営と改革の基本方針２０１６、いわゆる骨太の方針で、小規模自治体における

取り組みを支援するため、包括民間委託等の活用についても調査・整理を行い、平成２９

年度末までに取りまとめる地方公共サービス小委員会報告書に盛り込むと記載されたとい
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う経緯がありまして、実施状況の調査・整理を行っております。 

 当報告書における定義としまして、いわゆる「包括民間委託」とは何かなのですが、従

来は窓口業務というよりも、公共施設などの運営検討の民間開放の際の方法論の一つとし

て議論されることが多かったもので、一般的な定義、こちらは国土交通省さんの公表資料

で出ているものだと、「受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効

果的に運営できるよう、複数の業務や施設を包括的に委託したもの」とされていますが、

当報告書におきましては、地方公共団体が窓口業務と窓口業務以外の業務、例えば案内業

務や施設管理業務などを一つの契約にて包括的に委託したものと定義したいと考えており

ます。 

 そして、「小規模団体」ですが、こちら小規模自治体を小規模団体として便宜的にこちら

で用語として使っておりますが、こちらは一般的に定まったものは存在していないのです

が、今から説明します調査結果で回答した地方公共団体の人口規模などをもとに機能的に

定義しておりまして、本報告書においては、人口１０万人未満の地方公共団体としており

ます。 

 調査方法ですが、２８年１月１日現在の民間委託の状況について、先ほども申し上げま

したが平成２９年５月にアンケート調査を行ったのですが、この時、同一契約における窓

口業務以外の委託業務の有無について照会し、回答を得ました。 

 また、２９年１２月に再調査を行っておりまして、同一契約における窓口業務以外の委

託業務があると回答したのが７７地方公共団体だったので、そちらに対して、委託業務内

容や目的等の実施状況について調査を行いまして、回答を得ました。 

 また、これらのアンケート調査とは別に、包括民間委託を受託しているという事業者や、

包括民間委託を行っているとしている３地方公共団体、福島県須賀川市や大阪府八尾市及

び福岡県の篠栗町に対し、ヒアリング調査を行っております。 

 Ｂ－２の１５ページですが、実施状況です。調査の結果、２８年１月１日現在で包括民

間委託を実施している地方公共団体数については６０、契約数は７３でありました。人口

規模ごとの実施件数は、そちらにあります表のとおり、小規模団体、つまり１０万人未満

の団体としては２３団体が実施しておりました。 

 これらの契約の実施状況を考察するに当たっては、いずれも一つの契約で窓口業務とそ

れ以外の業務を包括化しているものであることから、窓口業務以外の業務は何か、どのよ

うな業務を委託しているのかという委託内容による区分と、また複数の課が所掌する業務

を委託しているケースも多く見られたので、委託内容にいくつの課の業務が含まれている

のかについて、業務量把握の観点から重要と捉えました。これらの考え方から、２つの観

点で分析をしております。 

 まず、窓口業務以外の業務の委託内容、それから２つ目が委託内容における所属課数で

す。窓口業務以外の業務の委託内容は、おおむね次の３つに類型化されています。こちら

の表にあるとおりで、Ⅰ案内業務、総合案内や電話交換、これが地方公共団体数ですと５
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４、契約数だと５８。Ⅱ施設管理業務が団体だと９で、契約は１３。その他業務だと、団

体数は９で契約数は１２です。 

 所属課数については、アンケート調査で多くの地方公共団体に共通した内容で整理した

次の表を用いまして、委託業務ごとに所属課を仮定して当てはめて算出しております。基

本的にはこちらは多くの地方公共団体に共通する内容で整理した表で、実際の所属課は場

合によっては多少異なるということで、仮定として整理したものです。 

 １７ページに窓口業務以外の業務の委託内容、先ほどの案内業務や施設管理やその他の

詳細についてですが、案内業務を委託しているものは５４地方公共団体ということで、庁

舎全体の総合案内が地方公共団体数では３３、フロアマネージャー、課のフロア内での案

内は３０、電話交換だと１８、コールセンターだと３ございます。こちらアからエという

ことで分けていますが、こちらを複数委託している契約もあったので、合計と計は一致し

ていません。フロアマネージャーの業務内容は、地方公共団体により若干異なるというこ

とです。 

 包括民間委託を行っているという６０地方公共団体のうち５４地方公共団体が案内業務

を包括化して、多数を占めています。実施形態は、住民課の業務（住民票や戸籍）または

総合窓口業務（住民票や戸籍などの住民課業務に加えて、健康保険、児童手当など住民異

動にかかわる複数の手続を一カ所で集中し行えるようにした窓口業務）と案内業務を包括

化したものが多いということになります。 

 住民へ所掌をする窓口を案内するという目的は共通で、案内業務というのは包括民間委

託として契約する以前から既に別途契約していた団体が多くございまして、その後窓口業

務と併せて委託することで、事務の効率化やコスト削減を目的としたという意見が多くあ

りました。 

 導入効果としては、案内業務とその後の窓口業務について一貫性を持たせることで、効

率が上がったり、業務のスピード化が図られて窓口の混雑が緩和し、住民サービスの向上

につながったというものが多くありました。 

 Ⅱで施設管理業務を委託している地方公共団体ですが、こちらは庁舎などの施設管理に

関する業務を委託しているものは９地方公共団体ありました。 

 宿直業務が地方公共団体数４で、宿直というのは夜間や休日の警備や電話対応をメイン

としつつ夜間・休日の戸籍、住民票交付等の一部を窓口業務委託しているというのが第１

のアの累計。２つ目はもう少し広い概念のもので、施設管理全般として、上記の宿直業務

に加えて、平日の警備や清掃や建物管理をメインとして、あわせて夜間・休日の戸籍・住

民票交付等の一部の窓口業務を委託しているものです。 

 こちらですが、メインとしているのは、窓口業務ではなく、宿直業務を含めた施設管理

業務のほうで、夜間・休日のみの一部の窓口業務を委託しているものが多いという結果に

なりました。施設管理全般を委託している契約については、やはり先ほどの総合窓口と同

じで、契約事務の効率化、コスト削減を目的としたものが多かったということになります。 
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 それから、Ⅲでその他業務（事務等）を委託している地方公共団体ですが、９地方公共

団体。委託業務はさまざまで、例えばこちらに列挙されていますとおりで、税務事務の収

納管理、これは徴収とかではなく現金の収納にとどまるのですが、福岡市や中津川市や箕

面市が挙げられます。それから施設内の館内放送やチラシや拾得物の管理、戸籍システム

の運用サポート、これはシステムの運用サポートと窓口業務を総合的に委託するというこ

とで渋谷区が挙げられます。それから害虫・ネズミに関する相談対応は渋谷区、それから、

道路管理等の業務は篠栗町でやっているということで、あまり多くはないのですが、この

ようなものがございました。 

 （３）委託内容における所属課数ですが、複数の課が所掌する業務をあわせて委託して

いるケースが多く見られました。次の１９ページを見てもらいまして、所属課数ごとの契

約数、１課で行っているのが、全体７３契約のうち２７で、一番多いのは住民課で、次が

保険年金課や税務課や介護保険課となっています。２課でまたがっているものは２６契約

数あり、住民課や税務課、住民課と管財課などがあります。３課だと７、４課以上だと１

３あったということです。 

 多数の課の業務による包括民間委託ですが、戸籍や証明発行業務や健康保険や児童手当

など、住民異動に関連する窓口業務はほぼ包括して委託するなど、多数の課の業務を包括

して契約している実施形態というのが見られます。 

 めくっていただきまして、４つ以上の課の業務で包括民間委託を行っている地方公共団

体はどれくらいかと申しますと、人口３０万人以上が２つ、埼玉県さいたま市と東京都江

東区。人口１０万人から３０万人未満だと、地方公共団体数だと５つ、東京都豊島区、渋

谷区、三鷹市、海老名市など。１０万人未満のいわゆる小規模団体ですと、東京都千代田

区、山口県萩市、岐阜県郡上市、福岡県篠栗町、福岡県宮若市、鳥取県北栄町となります。 

 多数の課の業務における委託内容は、住民課業務とか国民健康保険、児童手当などの住

民異動に関連する業務と、総合案内の業務との包括化が多く、本庁舎ではなく、支所にお

ける窓口業務全般を委託している例も見られました。 

 委託導入のきっかけとしては、行革（行政改革）担当部署の主導により全庁的に委託業

務を検討の上、決定したというものが多く見られ、広範囲に包括化することで、契約事務

や臨時職員の雇用に関する事務の軽減、業務の連携による住民サービスの向上やコストの

削減を目的として導入しているということです。 

 課題としては、広い分野での業務スキルを要するため受注できる事業者が少ないとか、

契約更新による事業者の変更があった際には引き継ぎの負担が大きいなどが挙げられまし

た。 

 具体例としては、こちらに取り上げています３地方公共団体にヒアリングを行っており、

そのヒアリング結果を記載しております。 

 まずは案内業務との包括民間委託の事例として大阪府八尾市があります。こちらは人口

２６万で、委託対象施設は本庁です。委託業務の所属課数は３となっていまして、市民課



 -11- 

と、高齢介護課と健康保険課となっております。こちらに委託の背景や委託の効果の記載

があって、先ほども数でお示ししましたとおり、案内業務との包括民間委託ということで、

典型的な包括の事例というところです。 

 施設管理業務との包括民間委託事例としては、福島県須賀川市。こちらは人口７万７,

９９０人で、委託対象施設は本庁となっております。須賀川市は、委託は東日本大震災の

被害で旧庁舎が倒壊して、新庁舎を開庁することになって、従来から検討されていた窓口

改革の一環として導入を検討したということで、効果として、窓口職員を１名削減したと

か、接遇に対する市民の好感度向上とか、あとコスト削減や休日開庁のシステム連携が実

現したということが言われています。施設管理と窓口業務という異種業務なので、事業者

の選定方法でちょっとご苦労されたということで聞いておりまして、受託することが可能

な事業者の有無が懸念されたことから、共同企業体等の参加も認めることで門戸を広げた

と聞いています。 

 また、Ⅲ多数の課の業務による包括民間委託事例としては、福岡県篠栗町。こちらは人

口３万１,０００人程度です。委託対象施設は本庁や総合保健福祉センターや児童館や小・

中学校、総合センターや図書館など多岐にわたりまして、委託対象部課として所属課数は

５以上です。窓口業務については総務課、住民課、こども育成課、税務課、福祉課で、窓

口業務以外の業務については資料にあるとおりです。 

 委託の背景は、もう包括化による業務量の確保や行政コストの削減など、ほかでも見ら

れるような背景ですが、委託の効果についても契約の一本化による事務の軽減や雇用事務

の効率化や業務量の変動に応じた効率的な人的配置となっております。あとは記載されて

いるとおりです。 

 そして「導入効果と課題」ですが、まず地方公共団体からの意見といたしまして、この

ような意見が挙げられました。導入効果としては、委託業務を一本化することにより、契

約事務や雇用事務や労務管理等の業務が軽減され、業務効率化につながった。業務量の確

保により発注規模が拡大し、民間事業者が受託しやすい規模となった。業務の集約化によ

るコスト削減が図れた。円滑な情報共有や連携が可能になり、業務間での協力体制が可能

となる。業務の繁閑に応じた人員配置の変更が可能となり、弾力的な運用ができる、など

です。 

 それから課題ですが、多数の業務を包括化すればするほど、多数の業務を担えるノウハ

ウを有する業者が少なくなり、受注可能な事業者が固定化されるなどのリスクがあり、ま

た、先ほども申し上げましたが、契約更新に当たり事業者が変更となった場合、ノウハウ

の継承が滞りなく行われるか不安がある。また、これは多くの自治体からの意見ですが、

実務について事業者がスキルを向上していく一方で、地方公共団体職員が業務を把握でき

なくなり、ノウハウの低下が課題となっている。このため、職員研修の充実や業務マニュ

アルの整備、時間外や支所での窓口業務を交代で担当することなどで、ノウハウ低下の抑

止を図っているということです。 



 -12- 

 あと、事業者からの意見として、これは事業者へのヒアリングを行った際に聞き取りを

したものであり、回答があった包括民間委託の導入効果と課題は次のとおりでした。 

 導入効果については、マニュアル化されていなかった業務の手順書などを整備すること

で、逆に業務内容が見えるようになる、見える化されるという利点があるということです。

また事務の簡素化を行い複数の業務の迅速処理ができるようにするなどの工夫をしている

とのことです。それから、住民サービスの向上の視点ですが、フロアマネージャーを配置

している自治体では待ち時間にチェックシートで必要書類の確認を行うことで、無駄な時

間の削減をすることができる、非常勤職員による任用の場合、勤務時間や所属課が固定化

されておりますが、委託で必要な勤務時間に合わせたフレキシブルな勤務形態が可能とな

って、長期的にはコスト効果があるということです。 

 課題として、具体的な意見が挙げられていたのですが、例えば地方公共団体の職員から

受託者への直接の指揮命令が発生しないようにするためには、職員と受託者が共通認識を

持ち配慮することが必要である、支所、区民事務所などの小規模な施設の場合は、コスト

との関係上２，３人程度の受託事業者の職員で回さないと採算が合いませんが、年数回程

度の発生頻度の業務があり、逆に支所では大多数の業務を回さなくてはいけないため業務

の守備範囲が広いという問題があって、受託の難易度が上がってしまうリスクがある、ま

た、狭い事務所内で職員と受託従業員が混在化の危険もあるなどの課題をヒアリングでは

聴取しております。 

 包括民間委託については、今まで述べましたとおり、２８年１月１日現在では２２７地

方公共団体のうち６０地方公共団体で実施しており、このうち小規模団体数は２３で３

８％。実施形態としては窓口業務と総合案内の案内業務のみを包括化したものが最も多く、

宿直やその他の業務との包括化もあったということです。それから、先ほども申し上げま

したが、一つの課の業務のものが３７％で最も多く、２課が３６％、３課が１０％、４課

以上が１７％です。全体としては１課または２課の業務を包括化した契約が多数で、多数

の課の業務による包括民間委託は少数です。多数の課の業務を委託するためには、発注に

当たって地方公共団体のほうで広範な範囲の仕様書や手順書の整備が必要で、全庁的な意

思決定が必要となり、求められる水準が高いというのも考えられます。 

 包括民間委託による導入効果としては、契約事務や雇用事務の軽減による業務の効率化、

業務量の確保による発注規模の拡大、コストの削減、窓口業務と案内業務との連携による

業務のスピード化等の住民サービスの向上や業務の繁閑による人員配置の弾力的運用等が

挙げられています。課題としては、地方公共団体職員の業務ノウハウの低下、受託可能な

事業者の固定化、事業者変更のリスクなどが挙げられ、ノウハウ低下を防ぐための職員研

修の実施や業務マニュアルの整備に取り組んでいる地方公共団体が多かったということで

す。 

 このように、現状における包括民間委託の実施形態は、住民課をメインとした１課また

は２課の窓口業務に加え、総合案内等の案内業務を包括化した契約が多く、多数の課の業
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務による委託の実施割合はまだ多いとは言えません。しかし、地方公共団体や受託事業者

において民間委託のノウハウが蓄積されていることで、民間委託の範囲を拡充するなど、

多数の課の業務による包括民間委託は今後増えていくものと考えられます。 

 次に、第３章、公金の債権回収についてですが、ほぼこれは資料の最初の議題と重複し

ておりますので、割愛させていただきます。 

 「おわりに」についても、先ほど申し上げましたことの繰り返しになりますので、ここ

では時間の関係もありますので割愛させていただきます。 

 以上になります。 

○北川主査 ご苦労さまでした。 

それでは、今、ご説明いただいた内容につきまして、ご意見・ご質問をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○石川専門委員 すみません。 

○北川主査 じゃあ、お願いします。 

○石川専門委員 すみません。２３ページと２４ページに自治体からの意見と事業者から

の意見とあって、これは２３ページのほうは、どこにヒアリングしたかというのは明記し

ないのでしょうか。これは多分、その前に出ている３つの、八尾市ですとか福島県の須賀

川市、だと思うんですけれども。 

○事務局 そうですね。 

○石川専門委員 そこを明記しても大丈夫かということと、いつ調査を行ったのかという

ことについても、再掲になってしまうかもしれませんが、出しても大丈夫かということと、

それから２４ページ、同じ質問で、今度は事業者に対してなんですけど、これは明記しな

いほうがいいのかなという判断もあるかもしれませんが、事業者さんが公表することにつ

いて、もし了解が得られた場合には明記していいのかどうか。 

 事業者側からすると、こういった意見を出していることをあまり公表したくない可能性

もありますし、あるいは公平性に欠ける可能性もあるので明記することができないですと

か、こちらの２４ページの事業者のほうは特にですね。２３ページは出しても大丈夫と思

うんですけど、２４ページは同様に出していいのか、教えていただければと思います。 

○事務局 まず、地方公共団体のほうから。ヒアリングは、先ほど具体事例で掲載してお

ります大阪府……。 

○石川専門委員 八尾市。 

○事務局 はい。八尾市と、あと福島県須賀川市、福岡県篠栗町の３自治体と考えていた

だいて大丈夫です。 

○石川専門委員 それは、多分、でも明記したほうがいいかと思います。、これらの自治体

は効果を出していただいているので、どんな問題意識を持っていたのかということが明ら

かにさていいと思われますので。この２３ページの本節の……。 

○事務局 このヒアリングという記載の前に自治体名が入るような形で。 
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○石川専門委員 そうですね。 

○事務局 了解いたしました。そのほかに、今回６０自治体から実施しているという回答

があったアンケート調査において、導入効果と課題は全部聞き取っております。 

○石川専門委員 なるほど。 

○事務局 ホームページで公表しておりますが、データシートの中にも窓口業務以外の業

務を委託している自治体について、掲載しているのですが、それらの自治体のアンケート

調査票から出た意見を集約したような内容となっております。 

○石川専門委員 そのデータシートからもとられたのですね。そうであるならば、例えば

なんですけど、「ヒアリング調査」と「データシートも参照」を書いていただけるとより良

くなると思われます。 

○事務局 なるほど。 

○石川専門委員 、さすがに６０自治体全部を入れるのは大変だと思うので、あわせてそ

の「データシート参照」とか、そちらを見ていただければわかることを書いていただける

と。 

○事務局 はい、わかりました。ちょっと検討いたします。 

○事務局 すみません。２４ですね。業者からの意見……。 

○辻専門員 よろしいですか。 

○北川主査 はい、どうぞ。いいですね。 

○事務局 事業者の関係について説明がまだです。 

○事務局 事業者からの意見についてですが、今、石川委員から、事業者から何か明記し

ないでくれということがあったかというと、そのような事実はございませんので、ちょっ

とこちらについてはご意見をいただきましたので、内部で検討させていただきます。 

○北川主査 いいですか。じゃあ、どうぞ、辻さん。 

○辻専門員 ありがとうございます。こちらの報告書ですね。事務局様におかれましては

いろいろご苦労があったかと存じます。大変ありがとうございました。 

 質問２点ございまして、２４ページ目でございます。２４ページ目の真ん中のあたり「課

題」とございまして、「できれば受託者用のメールアドレスを１つつくってくれたほうが業

務効率化の点で望ましい」という意見が出ているようなんですけれども、これ、おそらく

庁舎内のネットワークには民間事業者は必ず絶対に接続不可という前提があると思います

が、そうであっても、多分Ｗｉ‐Ｆｉとかを使って外部から普通にメールが送れたりとか

あると思います。ひょっとしてこれ、この意見の背後には、添付ファイルがつけられない

とか何かそういう事情があるんでしょうか。このメールアドレスをつけたいという趣旨は

何か、伺ったでしょうか。 

○事務局 こちらは、すみません、添付ファイルの話は、その時は事業者のほうから話は

なくて、おそらく市のメールアドレスの場合、最後「@city.××」といったような、ドメ

インが市のものになるのですけれども、そちらのアドレスを持っていたほうが何か効率的
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にできるというようなお話をいただいておりまして……。 

○事務局 すみません。辻委員のご指摘では、なかなか具体的に何が困っているのかまで

当方でヒアリングできていないのではないかと。 

○辻専門員 そうですね。これ、どんな課題を達成したいのかというところが。はい。 

○事務局 そうですよね。まずはそれについて、更に意見聴取いたしますので。 

○辻専門員 ええ。はい、すみません。ありがとうございます。 

 もう一点ございまして、１８ページ目でございます。１８ページ目の上のほうに、施設

管理業務で宿直業務とございまして、この中に電話対応等とございます。私、個人的に存

じ上げている限りでは、この宿直業務で夜かかってくる電話に関して、宿直のこの警備員

の方がどう対応していいかがすごくよくわからないと。特に緊急であるという旨の電話が

来た場合に、大変困っていらっしゃる事例が多いと伺っております。 

 それで、こちらの自治体のほうでは、この載っている事例においては、例えば緊急であ

ったとしても「明日電話下さい」と言うだけで簡単に終わらせてしまっているのか、それ

とも何か特殊な工夫があって、緊急であるというご連絡があった場合にはあるルーチンが

決められていて、そちらに流すことによってうまくいっているのか、もしそのあたり事情

があれば書き込みいただけると、自治体のほうから見るとより関心が深くなるかと思いま

すので、お願いいたします。 

○事務局 いただいた貴重なご意見、参考にさせていただいて、こちらで可能な限りまた

再調査したいと思います。 

○辻専門員 お願いします。 

○北川主査 辻さん、よろしいですか。 

○辻専門員 はい。 

○北川主査 じゃあ、柏木さん。 

○柏木専門委員 先ほどの石川委員に関連してなんですけれども、１４ページのところの

（２）の調査方法のところで、ヒアリング調査を３自治体に行ったとか、概要を簡単に書

いていただいているのですけれども、その中で事業者だけ「複数者」と書いてあるんです

ね。あとはみんな件数が入っているんですけれども、なので、さきほどの石川委員のご質

問と関連するんですが、もし可能でしたら何社というのにしていただいたほうがいいかな

と思うんですね。 

○事務局 はい。 

○柏木専門委員 あと、細かい話なんですけど、レイアウトの話です。７ページの脚注の

数字の位置のところなんですけど、７ページの２の対象業務の選定のところの①からの１

行上のところに「４」とあるんですけれども、そこを中に入れるのと、あと、１５ページ

の（１）の上から２行目ですね。「１２」の数字です。あとは統一されていました。 

○北川主査 よろしいですか。 

○柏木専門委員 はい、それでいいです。 
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○事務局 柏木委員に大変貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。先ほ

どいただきました事業者数については、こちら確認して修正いたします。それから、脚注

の件はすみません、ご指摘の点は直ちに修正いたします。 

○北川主査 いいですか。じゃあ、お願いします。 

○荒川専門委員 ２章の４節、簡便なツールについて、資料９で、ワーキング等で申し上

げた点について反映して資料をご作成いただきましてどうもありがとうございました。こ

れが効果の全体ではないので、こういった数字がひとり歩きしないように留意しなければ

いけないとは思いつつも、こういう定量的なデータがあればわかりやすく議論をしやすい

という部分があると思いますし、特に実施手順を書いていただいているので、地方公共団

体がこれを見て、自分のところだったらどれぐらいの効果があるかなという計算もできる

ような形にしていただいているので、非常に参考になるのではないかと思います。どうも

ありがとうございます。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございます。 

○北川主査 あとはどうですか。よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 それでは、議題３の小委員会報告書について、当委員会としてご了解をいただけたとい

うことで、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○北川主査 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それで、先ほどご意見も色々いただいたのですが、多少の修正等は主査である私にご一

任いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。お認めいただきたいと思います。 

（「異議なし」の声あり） 

○北川主査 それでは、そのようにお願いいたします。 

 それでは、次に移らせていただいて、今後、報告書の最終的な内容につきましては、事

務局から各委員にお知らせをさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 では、次の議題として、議題４の「標準委託仕様書等の対象事業の拡充」について、事

務局よりご説明お願いいたします。 

○事務局 では、引き続き事務局よりご報告いたします。では、参考資料となります「標

準委託仕様書等の拡充について」をごらんください。よろしいでしょうか。 

 「候補選定の経緯」でございますが、こちらは経済財政運営と改革の基本方針２０１７

で、こちら標準委託仕様書等の取り組みの拡充が盛り込まれまして、改革工程表で具体的

な工程、具体的に申しますと「市町村における窓口業務に関する民間委託が可能な２５業

務のうち、自治体の要望等を踏まえ、必要性が高い分野から取組の拡充を行う」と、「引き

続き残る業務について標準委託仕様書等の取組の拡充を行う」と定められたことを受けま

して、２９年度５月から６月にかけて行ったアンケート調査をもとに、業務ごとの自治体
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の民間委託実施数を把握いたしまして、モデル自治体などからも適宜希望を把握した上で、

２９年１２月に各省庁と協議を行ったところでございます。 

 ２「拡充案」でございます。選定方針ですが、まず来年度、平成３０年度の拡充対象と

するもので、（１）から（４）が定型的業務で他の業務とあわせて委託可能なもの、（５）

が、処理件数が多く他の業務とあわせて委託可能なものとして、拡充対象業務案として挙

げています。②平成３１年度以降の拡充対象として検討するものが（６）と（７）で、他

の業務とあわせて委託可能なもので、さらに残された業務のうち適切なものはできれば来

年度３０年１１月までに整理し、別途担当省と協議するとしています。 

 具体的な業務ですが、（１）自動車臨時運行許可、こちらについては所管が国土交通省の

自動車局となっています。埋葬・火葬許可、これは所管が厚生労働省の医薬・生活衛生局

で、（３）後期高齢者医療制度関係の各種届出書や申請書の受付及び被保険者証等の交付は、

所管厚生労働省保険局。転入者への転入学期日及び小・中学校の通知は、これは所管文部

科学省の初等中等教育局となっていますが、こちらについては教育委員会から市町村に委

託されている場合の限定になります。また地方税法に基づく納税証明書の交付の所管は総

務省自治税務局、（６）中長期在留者に係る住居地の届出の所管は法務省入国管理局で、

（７）特別永住許可等の申請、住居地等の届出及び特別永住許可書等の交付、こちらも法

務省入国管理局になります。 

 理由なのですが、主な理由としては委託済みの自治体数が多いということと、それから

ここに掲げられているものは定型的な業務で、判断を伴うものが少ないということで掲げ

ています。あまり細かいところまでは、全て説明するとちょっと時間が足りないので、質

疑のほうで対応したいと思います。 

 以上になります。 

○北川主査 ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。ご意見をいただいて、お願いします。 

○辻専門員 ありがとうございます。 

 こちら、今後も今民間委託の範囲が広がっていく点、非常に歓迎すべきことだと考えて

おります。ただ、民間委託をするメニューが増えるに伴って、やはり不可避的と言いまし

ょうか、悪意を持った方がここに介入してよくない利益を得るという可能性も十分あると

思います。 

 例えば今回拝見すると、例えば（４）転入学期日及び小・中学校の通知というのは、お

そらくそれほど悪意を持った方が介入してもそんなに利益は得られないし、社会的影響も

それほど大きなものではないかもしれないとは思うのですけれども、それ以外のものにつ

きまして、例えば特に（６）とか（７）の永住関係とか在留関係、このあたりについては、

ひょっとするとその悪意を持った方が介入した場合に、得られる利益は非常に大きなもの

になるかもしれない。さらには発生する損害とか社会的影響も大きくなるかもしれません。 

 そこで、私、これらの詳細な手続は存じ上げませんけれども、専門の方がごらんになっ
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ていただいて、できるだけいろいろな方面から悪意を持った方が介入する危険はないか、

あるとすればどのような対応が必要なのかという部分も考えながら、業務フローをつくっ

ていただければと思いました。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございます。こちら、今、辻委員からご指摘いただきました中長期

在留者と特別永住許可等の申請は、こちらとしては案としては平成３１年度のものとして

検討していますので、また今いただいた意見もご参考にいただきまして、また再度、それ

までに担当省と協議させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○北川主査 よろしいですか。はい、どうぞ、次の方、ございましたら。 

○荒川専門委員 すみません。 

○北川主査 はい、お願いします。 

○荒川専門委員 ありがとうございました。 

 （２）については、基礎自治体の中で、イギリスの「Tell Us Once」ですか、そのワン

ストップサービス化の動きを参考に、日本でもそういうようなことをしたほうがいいので

はないかと、そういう取り組みが必要ではないかというような考えがあるように伺ってい

ますので、そうしていただきたいということではなく、取り組まれる際にそういう点もあ

ることを視野に含めていただけると、よりいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございます。 

○北川主査 よろしいですか。 

 ほか、ございますか。 

 それではよろしいですか。 

 じゃあ、そのように、今のことでご質問がないようでございますので、この項はそれで

ご了解をいただきたいと思います。 

 それでは、次の課題はその他の議題でございますが、事務局よりご説明をいただきたい

と思います。 

○事務局 では、その他の議題ですが、資料Ｃをごらんください。これは、経済・財政再

生計画改革工程表、先ほども標準委託仕様書等の拡充の話で名前が出たものでございます。 

 こちらですが、総務省公共サービス改革推進室の経済・財政再生計画改革工程表として

定められて、何をしなければいけないかということで、経済財政諮問会議の決定が１２月

にありまして、こちらの改革工程表で進捗管理をされているということでございます。 

 右側に「ＫＰＩ」という欄があって、こちらKey Performance Indicatorということで、

目標の達成度を評価するための主要業績評価指標を意味するのですが、こちらのＫＰＩ第

一階層が、目標が２０１７年度中に設定するとありますので、こちらちょっと地方公共サ

ービス小委員会の本論とは少し違うんですが、先生方のご意見も伺いたいと思っています。 

 ただいま標準委託仕様書を使用する自治体数ということでここにあるんですが、実際に
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民間委託をする際に使用をした自治体数として仮に設定しますと、これは民間委託を導入

しようとする自治体が、実際に議会の議決を経て予算を獲得して、その後業者入札とかし

て委託を開始するまで、かなり日数を要し二、三年以上かかってしまうので、この短期の

目標数値としては立てづらくなってしまうという問題がありますので、この使用した自治

体数というのは、この字義どおりの使用した自治体数ということももちろん字義どおりで

はあるのですが、今後の標準委託仕様書等の全国展開も踏まえました目標としては、標準

委託仕様書等を何らかの形で参考にした自治体というものも、この意味として指すという

ことで、内閣府と今後も協議していきたいと考えております。 

 こちらについて何かご意見があればということで、議題に挙げさせていただきました。

よろしくお願いします。 

○北川主査 ありがとうございました。 

 この件について、どうぞいろいろな見解をおっしゃっていただければと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

 これは、事務局の参事官さんなんかはどうですか。ここまで来てどうするかっていうの

は、あなた方も内容的にはなかなか微妙なところがありますよね。 

○池田参事官 今、事務からも申し上げましたように、実際に入札に至るまでのお時間と

いうのはある程度かかるのではないかと。私どもからすると考えているのですけれども、

実際にそういうお立場におられました先生方もいらっしゃいますので、エキスパートの立

場で教えていただければということで、今回ご相談させていただいたものでございます。 

○北川主査 ああ、どうぞ。 

○柏木専門委員 すみません。質問なんですけど、これ、ＫＰＩを設定して達成しないと、

何かペナルティとかあるんですか。 

○北川主査 そのあたり。 

○事務局 ペナルティはないですが、多分この場に呼ばれて、何でやっていないんだとお

叱りを受けるということはあるかもしれません。 

○柏木専門委員 かもしれない。 

○事務局 はい。 

○北川主査 どうぞ。 

○柏木専門委員 いいですか。この標準委託仕様書の存在を、まず自治体全部が知るとい

う、そこから始まるんじゃないかと思います。ですが周知活動をしていったとしても、自

治体もなかなか見る時間もないかもしれないので、周知活動をしているからといってすぐ

認識するかという課題があると思いますし、あと実際に民間委託するに当たって、これを

どこまで参考にしつつ、そのとおりやるかというのも自治体の独自の意思にもよるので、

強制もできないだろうとも思いますので、参照するというのも含めるのがいいのではない

かと思います。使用するというと、まず使用の定義が必要ですが、使用数が伸びにくいか

なというのが感覚的な印象で、参照するとか参考にするというのも含めれば、ある程度の



 -20- 

数はあるかなと思いますけれども。 

○事務局 ご意見いただき、ありがとうございます。今、お話しいただいたとおりで、自

治体に使っていただくにも強制するわけにはいかない、意思決定もある、予算もあるとい

うことで、できれば「参照する」などに落とさないと、なかなか数値として、多分これは

増やさないといけないと言われる可能性があるのですが、増やすとすると、「使用した」と

いうとなかなか増えないので、「参照した」ということで協議できればと考えていますが、

ありがとうございます。 

○北川主査 どうぞ。 

○辻専門員 私も、これ、各自治体さんに配られた後、おそらく行革部門の方々が見たり

とかして中でもんで、それで庁内意思統一をしてから、さらに議会の先生方も説得して、

それで予算を獲得してという手順を考えていくと結構時間がかかるのではないかと。それ

には事務局はおっしゃったかもしれませんけれども、二、三年は確かにかかるんじゃない

かなという感じが私はいたします。 

 ですので、実際にこの仕様書の内容を使って委託を実施した件数とやってしまった場合

には、ものすごく少ない数が当初出てきてしまって、となると、方法としてはそもそもそ

の目標値をものすごく少ない数字にするのか、それともこの使用という単語の定義を広げ

て、その上で使用してくれた自治体数をより多く設定するのか、どちらかにしかならざる

を得ないのかなと思います。 

 それで、現時点では、私個人的な感触なんですけれども、実際にこの仕様書を使ってく

れた自治体数というのはおそらくすごく極小の小さな数にならざるを得ないということか

ら考えますと、この使用という単語の定義を広げていただいて、先ほどおっしゃったとお

り、何らかの形で参照する。これはもちろん広すぎるという印象もあるかもしれませんけ

れども、当面の間はこの単語の定義は広くならざるを得ないのかなという印象を今持って

おります。 

 以上です。 

○事務局 ありがとうございます。先生方のご意見をぜひ参考にさせていただき、協議に

臨みたいと思います。 

○北川主査 どうですか。はい、どうぞ。 

○荒川専門委員 これはでも、６番の２０１８年度の全国展開で何をやられるかにも結構

よりますよね。これで全部に送るとか、例えばそういうことだというのであれば、ある程

度あれでしょうという話だと思いますし、そこの分母じゃないですけれども、これに照ら

してだと思いますので、目標はそうやって設定されていけば、現実的なところに落ち着け

るんじゃないかと思います。 

○北川主査 よろしいですか。 

 ご苦労さんでございますけども、今後の課題とすると、ロボットというかＡＩの時代に

何やこんなものという話で、民間だったら笑っちゃう話と違うんですかな。というのはこ
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こで出す議論かは別にして、ちょっとね、これ、考えたほうが、局長さん、ぼつぼつかな

って気もするんだけどね。 

○福島事務局長 国全体でこういうものを統一してやりましょうというふうな動きもあり

ますね。入札などもですね。ですから、今我々が一生懸命つくっている仕様書も、そのう

ちいろいろほかの入札と同じように統一化していく動きもあろうかと思います。それは現

に起こっている話で。 

 ただ、今のところはそれがもう少し具体化というか、実現化するには時間がかかりそう

ですので、我々の仕事もそれまでの間もあろうかと思いますけれども、なるべく活用して

もらうように普及はさせていきたいと思っています。 

○北川主査 そうですね。これはまとめ上げたりするのは大変な労力でしたし、今後我々

の範囲ではこういうことだとは思うけれども、ぼつぼつネクストバージョン的なことも視

野に入れながらやるということじゃないですかね。 

○福島事務局長 そうですね。はい、おっしゃるとおりでございます。 

○北川主査 経験豊かな辻委員さん、どうですか。 

○辻専門員 個人的にはＡＩの議論はかなり関心を持っていまして、例えば今話題になっ

ている……。 

○北川主査 ＫＰＩの？ 

○辻専門員 ＡＩのほうです。 

○北川主査 ＡＩのほうね。うん。 

○辻専門員 例えば保育園の入所に関する選抜について、最近ＡＩを使い始めるという試

みがあるらしいんですね。今、現状保育サービスの部門では、入園選抜にものすごく時間

がかかっております。それがＡＩを使うと、数秒で終わってしまうほど速いらしいです。

そうすると、今後この民間委託という文脈以外に、ＡＩを使って内製化するという方向も

あるのかなというのを関心を持っております。 

○北川主査 今のご意見なんかですね、ぼつぼつそれもテーブルの上に乗せていかないと

いかんのかなという気もしたんですけどね。 

○福島事務局長 今、おっしゃったのは、この民間委託の話だけではなくて、私のところ

でやっているその入札全体について、もう例えば施設管理なんかについても、人を何人張

りつけてというようなものではなくなってきているので、根本的にそういうものに合わせ

て、我々が今議論している入札の仕様書についても、こちらのほうでも考えて対応してい

かなきゃいけないなというのは大きな課題ではありますよね。このものに込めてですね。 

○北川主査 そうですね。ロボットもそうだし、マイナンバーなんかでも、さまざまなオ

フィス改革といいますかね。うん。 

 どうぞ、ベテランの皆さん、何かこれをやっていて、これは今後の課題というようなこ

とですから、おっしゃったいただいて、方向性なんかも多少出してもいいのかなという気

もします。 
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○福島事務局長 そうですね。ええ。 

○北川主査 範囲は任せますけどね。何かありましたら。よろしいですか。 

 それでは、この議題はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 本日の予定していた議題はこれで全て終了ということですね。それでよろしくお願いし

ます。 

 それで、今日の審議した事項は、３月９日の官民競争入札等監理委員会において報告す

るものとしますが、その内容につきましては、主査である私にご一任いただきたいと思い

ますが、委員の皆様方、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○北川主査 ありがとうございました。 

 それではそのようにさせていただきます。 

 終わりますけれども、事務局の福島室長からご挨拶をいただきたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

○福島事務局長 すみません。今日ご説明させていただきました地方小委の報告書という

のは、先ほど少し議論ありましたけれども、平成２６年に出たということで大分前になり

まして、今までいろいろ議論・審議していただいたので、ある程度民間委託に関する仕様

書もまとまってきましたので、その機会を捉えて報告書をまとめさせていただいたという

ことでございます。今後、先ほどからお話がありますように、この中身をいろいろな自治

体に普及させて、なるべく浸透するように、そういう活動にも精力を注ぎたいと考えてお

ります。 

 あと、来年度以降でございますけれども、先ほど説明ありました標準委託仕様書の拡充

という問題もありますので、またこの辺についても少しご議論いただくような機会があろ

うかと思います。 

 それから、民間委託の前後の、民間委託をする前と後の費用の比較というのもちょっと

話題になっておりまして、この諮問会議でもその辺、いろいろ言われているんですけれど

も、なかなか直接それを比較するというのは難しいということがこれまでの我々の検討の

中でだんだんわかってきまして、自治体さんの中でもそういうことをやられているところ

もあるので、そういう情報をいろいろ収集して、ほかの自治体の方々に情報提供するとい

うのもそれの一つの方法かなと思いますので、そういうようなことも考えていきたいと思

っております。 

 それから、ちょっと全然違う話で、公金債権回収というのをこの報告にも書かせていた

だきまして、これは２６年の報告書というか、このあたりまではこれがメインの地方小委

のテーマでありました。その後、弁護士会等いろいろ地方自治体に研修といいますか、い

ろいろな説明をする会を設けておりまして、それにも参加していたわけですけれども、実

質上はあまりここでいろいろ議論していただくということもなかったので、その後どうい

うふうになっているのかとか、あるいは基本的な、もう少しデータを分析して、例えばど
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ういうふうなやり方でやると回収率が高くなるのかとか、どういう人をターゲットにして

やっていくと回収率が高くるとかというようなものも、あまり今のところ分析も何もされ

ていませんので、もし可能であればそういうこともちょっとやって、ご報告できればなと

考えております。２本立てみたいな感じで、来年度もやらせていただきたいと思いますの

で、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○北川主査 公金債権回収なんかでここ数年、弁護士会に話をして、弁護士さんはもとも

と民の味方だからね、民間の代表者でございますから、官の味方をするというのは潔しと

しないという団体なんですよ。それはもうそのとおりだと思う。権力の味方したら何のこ

っちゃと、こういうことになりますが、それで、私たちは何を言ってるんだと。情報公開

の時代だから、官の味方することは、そっくり民の味方だというような話し合いが大分な

されて、それで弁護士会が態度を変えてくれたんですよ。 

 それで、地方公務員なんかもそうなんですけども、今までほとんどゼロに近い状態だっ

たんですが、任期付ですけどね、１５０人ぐらいの採用が行われて、弁護士会の会長が宣

言案を出したんですよ。まだ反対するのいっぱいいますよ。だけど１５０人ぐらいがかか

って、例えばこの債権回収のあり方等も公務員で本当にできるのかというような点もある

でしょ。それで、単に税の不公平で真面目に納めている人が泣くじゃないかというそうい

うことと、もう一つは行政の怠慢的なことがあって、本当に福祉で必要な人が受けられず

に自殺したとか、例えばそういう面も制度的に残っちゃう部分はあるんだよね。だから、

税の不公平と、もう一つは福祉の不公平というのが事もう現実の問題として出てきている

というようなことに対して、福祉の不公平なんていうのも弁護士さんが頑張っていただく

というようなことになって、今、１５０名ぐらいになりましたですね。 

 ということは、ちょっとこれはここでの話とは違うけれども、実態としてはそういった

こともね、本気で行政もきちっと対応してかないと、その辺の人には税は文句言えないん

だというようなことがなきにしもあらずの部分なんかもね、こういう事務方でどうするか

という議論とあわせてやったほうがいいと思うんですけども、辻さん、ご見解をどうぞ。 

○辻専門員 はい。今まで自治体に弁護士が入ってなかったんで、なかなかその回収のノ

ウハウとかも、税務課にはかなりあるようなんですけれども、そのほかのところにはなか

ったって伺っております。 

 最近では宅地債権の分野に関しても、弁護士が入ってくれたおかげでノウハウがかなり

浸透しているところでございますので、今後ひょっとするとなんですけれども、全国に散

っているその任期付の弁護士たちに連絡をとったり、そちらでどういう公金債権回収をや

っているのか、特に弁護士としての見識をどうやって活用してますかというアンケートを

とることでひとつおもしろいデータがとれるのかなとちょっと考えております。 

○北川主査 と、思います。今後のご参考にということで、そういう意味では大分こちら

もノウハウの蓄積がされてきてますし、全体としてどう対応するかっていうので、それで

こちらと一緒に説明会をやっていただくという弁護士会も、という流れも見ておいていた
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だくといいかなという、そんな気がしますけどね。 

 それでは、これで終わったんですが、事務局のほうから何かご説明、最後あったらどう

ぞ。ありますか。 

○事務局 特にないですが、今、ご審議いただきましたので、ご指摘受けて修正など加え

まして、また修正したもの、報告書や資料などについては、また３月中に委員の皆様にお

送りしますので、またお手数ではございますがご確認いただければと思います。 

○北川主査 じゃあ、これで終わらせていただいてよろしいですか。 

 では、お忙しいところありがとうございました。終わります。 

 

 

 


